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(57)【要約】
【課題】液晶パネルへの光源からの発熱または太陽光か
らの輻射熱による影響を十分に低減できない。
【解決手段】表示装置１００は、光源２７０と、光源２
７０が発した光を所定の幅の光に変換する光学系２６０
と、光学系２６０により変換された光を受ける液晶パネ
ル２２０と、変換された光を遮蔽せずに通過させる開口
部２４２であって、液晶パネル２２０を接触して支持す
る開口部２４２を有する第１ヒートシンク２４０と、を
備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源が発した光を所定の幅の光に変換する光学系と、
　前記光学系により変換された光を受ける液晶パネルと、
　前記変換された光を遮蔽せずに通過させる開口部であって、前記液晶パネルを接触して
支持する開口部を有する第１ヒートシンクと、を備える
　表示装置。
【請求項２】
　さらに、
　前記変換された光を拡散する拡散板を備え、
　前記第１ヒートシンクは、前記液晶パネルの表示面側から見たとき、前記液晶パネルと
接触している第１面よりも前記開口部側に形成され、前記液晶パネルとは反対側に凹んだ
位置に形成される第２面を有し、
　前記拡散板は、前記第２面と前記液晶パネルとの間に配置される
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　さらに、
　前記液晶パネルを前記液晶パネルの表示面側から抑える抑え部材を備え、
　前記第１ヒートシンクは、前記表示面側から見たとき、前記抑え部材よりもはみ出して
いる
　請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１ヒートシンクは、さらに、第１放熱フィンを有する
　請求項１から３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　さらに、
　前記光源から発生する熱を放熱する第２ヒートシンクと、
　前記第１ヒートシンク及び前記第２ヒートシンクの間に設けられ、前記光学系及び前記
光源を保持する保持部材と、を備え、
　前記保持部材は、前記第１ヒートシンク及び前記第２ヒートシンクを構成している材料
よりも熱伝導性が小さい材料により構成される
　請求項１から４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記保持部材は、前記第１ヒートシンクの下方を覆う覆い部を有する
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第２ヒートシンクは、第２放熱フィンを有し、
　前記第１ヒートシンクが有する第１放熱フィンに平行な第１平面と、前記第２放熱フィ
ンに平行な第２平面とは、互いに交差する
　請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　さらに、
　第１ミラーと、
　第２ミラーと、
　前記第１ミラーと、前記第２ミラーとを収容する筐体と、を備え、
　前記第１ヒートシンクは、前記筐体の外側に露出して配置されている
　請求項１から７のいずれか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、液晶パネルへの熱の影響を考慮した構成の表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像を表示するための表示装置として、液晶パネルを備える車両用の表示装置（例えば
ヘッドアップディスプレイ：ＨＵＤ）が知られている（例えば、特許文献１及び特許文献
２参照）。特許文献１では、光源にヒートシンクを設けることにより光源からの発熱が及
ぼす影響を低減している。また、特許文献２では、偏光部材を設けて太陽光の所定方向以
外の振幅の光をカットすることで、太陽からの輻射熱が及ぼす影響を低減している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１６５６２４号公報
【特許文献２】特開２０００－１３１６８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１や特許文献２の技術では、液晶パネルへの熱が及ぼす影響を
十分に低減できていないという課題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、液晶パネルへの熱が及ぼす影響を十分に低減できる表示装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る表示装置は、光源と、前記光源が発した光を所定の幅の光に変換
する光学系と、前記光学系により変換された光を受ける液晶パネルと、前記変換された光
を遮蔽せずに通過させる開口部であって、前記液晶パネルを接触して支持する開口部を有
する第１ヒートシンクと、を備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の表示装置は、液晶パネルへの熱が及ぼす影響を十分に低減できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態に係る表示装置の使用例を示す図である。
【図２】実施の形態に係る表示装置により表示される画像の領域を示す図である。
【図３】本実施の形態に係る表示装置の外観斜視図である。
【図４】本実施の形態に係る表示装置の構成を示す模式的な断面図である。
【図５】本実施の形態に係る液晶モジュールの外観斜視図である。
【図６】図５の液晶モジュールのＶＩ－ＶＩ断面を示す図である。
【図７】本実施の形態に係る第１ヒートシンクの外観斜視図である。
【図８Ａ】本実施の形態に係る液晶パネル及び拡散板を配置した状態の第１ヒートシンク
を液晶パネルの表示面側から見た図である。
【図８Ｂ】本実施の形態に係る拡散板のみを配置した状態の第１ヒートシンクを液晶パネ
ルの表示面側から見た図である。
【図８Ｃ】本実施の形態に係る液晶パネル及び拡散板を除いた状態の第１ヒートシンクを
液晶パネルの表示面側から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（本発明の基礎となった知見）
　本発明者は、「背景技術」の欄において記載した、表示装置に関し、以下の問題が生じ
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ることを見出した。
【００１０】
　特許文献１の車両用表示装置では、画像を形成するために表示器の背面側を照射する光
源（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）が発生する熱を放熱するヒー
トシンクがＬＥＤが実装されている回路基板に設けられている。
【００１１】
　液晶パネルは、光源が発生する熱の影響と、当該光源が発した光による熱の影響とを受
けるが、特許文献1の技術では光源からの熱の影響を十分に低減することができず、光源
が発した光による熱の影響は十分に低減することができない。
【００１２】
　特許文献２の表示装置では、液晶セル（液晶パネル）の上方に、反射型偏光フィルムが
配置されている。これにより、反射型偏光フィルムが太陽光の所定方向に沿った波長を含
む光以外を反射するため、液晶パネルに及ぼす太陽からの輻射熱の影響を低減している。
【００１３】
　しかしながら、特許文献２の技術では、太陽からの輻射熱を低減できているが、低減で
きない太陽光の所定方向の光によって液晶パネルに熱が蓄積されるおそれがある。つまり
、特許文献２の技術では、液晶パネルに与える熱の影響を十分に低減できていない。
【００１４】
　また、例えば、ヘッドアップディスプレイでは、太陽光にさらされた状態であっても、
映像を表示することが求められるため、光源の更なる高輝度化、高出力化が求められてい
る。しかし、光源の高輝度化、高出力化は、光源から発生する熱及び光が増加する原因と
なり、上記の液晶パネルに与える熱の影響を十分に低減できないため、光源の更なる高輝
度化、高出力化は難しい。
【００１５】
　以下では、液晶パネルへの熱が及ぼす影響を十分に低減できる表示装置について説明す
る。
【００１６】
　本発明の一態様に係る表示装置は、光源と、前記光源が発した光を所定の幅の光に変換
する光学系と、前記光学系により変換された光を受ける液晶パネルと、前記変換された光
を遮蔽せずに通過させる開口部であって、前記液晶パネルを接触して支持する開口部を有
する第１ヒートシンクと、を備える。
【００１７】
　これによれば、第1ヒートシンクは、光源からの光を通過する開口部を有する構成であ
る。これにより、液晶パネルのうちの、光源によって光が照射される有効表示領域を除く
部分を、第１ヒートシンクに接触させている。このため、液晶パネルのうちの、表示には
寄与しない部分から第１ヒートシンクを介して放熱させることができるので、液晶パネル
の熱を効率よく外部に放出させることができる。よって、液晶パネルへの熱が及ぼす影響
を十分に低減できる。
【００１８】
　例えば、さらに、前記変換された光を拡散する拡散板を備え、前記第１ヒートシンクは
、前記液晶パネルの表示面側から見たとき、前記液晶パネルと接触している第１面よりも
前記開口部側に形成され、前記液晶パネルとは反対側に凹んだ位置に形成される第２面を
有し、前記拡散板は、前記第２面と前記液晶パネルとの間に配置されてもよい。
【００１９】
　これによれば、液晶パネルの光源側に隣接して配置される拡散板を液晶パネルと第１ヒ
ートシンクの第２面との間に収納することができる。このため、液晶パネルの光源側に拡
散板を設ける場合であっても、液晶パネルと第１ヒートシンクの第１面とが面接触した状
態を維持できる。このため、第１ヒートシンクは、液晶パネルの熱を効率よく放出するこ
とができる。
【００２０】
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　例えば、さらに、前記液晶パネルを前記液晶パネルの表示面側から抑える抑え部材を備
え、前記第１ヒートシンクは、前記表示面側から見たとき、前記抑え部材よりもはみ出し
ていてもよい。
【００２１】
　このため、第１ヒートシンクからの放熱が、抑え部材によって遮られることを極力低減
することができる。このため、第１ヒートシンクは、液晶パネルの熱を効率よく放出する
ことができる。
【００２２】
　例えば、前記第１ヒートシンクは、さらに、第１放熱フィンを有してもよい。
【００２３】
　このため、第１ヒートシンクは、第１ヒートシンクから外部空間への熱伝達で放熱され
る熱量を大きくすることができる。
【００２４】
　例えば、さらに、前記光源から発生する熱を放熱する第２ヒートシンクと、前記第１ヒ
ートシンク及び前記第２ヒートシンクの間に設けられ、前記光学系及び前記光源を保持す
る保持部材と、を備え、前記保持部材は、前記第１ヒートシンク及び前記第２ヒートシン
クを構成している材料よりも熱伝導性が小さい材料により構成されてもよい。
【００２５】
　これによれば、第１ヒートシンクと第２ヒートシンクとの間に、第１ヒートシンクと第
２ヒートシンクとを構成している材料よりも熱伝導性が小さい材料により構成されている
保持部材が配置されている。このため、保持部材は、第２ヒートシンクにより放出された
熱が、第１ヒートシンクに伝わることを抑制できる。よって、第１ヒートシンクは、液晶
パネルの熱を効率よく放出することができる。
【００２６】
　例えば、前記保持部材は、前記第１ヒートシンクの下方を覆う覆い部を有てもよい。
【００２７】
　このため、保持部材は、第２ヒートシンクにより放出された熱が、第１ヒートシンクに
伝わることを効果的に抑制できる。
【００２８】
　例えば、前記第２ヒートシンクは、第２放熱フィンを有し、前記第１ヒートシンクが有
する第１放熱フィンに平行な第１平面と、前記第２放熱フィンに平行な第２平面とは、互
いに交差してもよい。
【００２９】
　これによれば、第１ヒートシンクの第１放熱フィンと、第２ヒートシンクの第２放熱フ
ィンとは、それぞれ、互いに交差する平面に平行である。つまり、第２ヒートシンクの第
２放熱フィンによって温められた空気を、第２放熱フィンに沿って移動させることができ
るため、当該空気を第１放熱フィンが配置されている部分を除く部分に移動しやすくでき
る。このため、第２ヒートシンクにより放出された熱が、第１ヒートシンクに伝わること
を効果的に抑制できる。
【００３０】
　例えば、さらに、第１ミラーと、第２ミラーと、前記第１ミラーと、前記第２ミラーと
を収容する筐体と、を備え、前記第１ヒートシンクは、前記筐体の外側に露出して配置さ
れていてもよい。
【００３１】
　これによれば、第１ヒートシンクは、筐体の外側に露出して配置されているため、液晶
パネルの熱を効率よく放出することができる。
【００３２】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下で説明
する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示
される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステ
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ップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形
態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素に
ついては、任意の構成要素として説明される。
【００３３】
　（実施の形態）
　［１．表示装置の使用例］
　まず、図１及び図２を参照しながら、本実施の形態に係る表示装置１００の使用例及び
概略構成について説明する。図１は、本実施の形態に係る表示装置の使用例を示す図であ
る。図２は、本実施の形態に係る表示装置により表示される画像の表示領域を示す図であ
る。
【００３４】
　図１に示すように、本実施の形態に係る表示装置１００は、例えば、自動車４（車両の
一例）のダッシュボード６に配置されている。なお、自動車４のダッシュボード６の上方
には、ウインドシールド１０が配置されている。このウインドシールド１０は、いわゆる
フロントガラスであり、透光性を有するガラスで形成されている。
【００３５】
　図１及び図２に示すように、表示装置１００では、虚像である画像８を表す光をウイン
ドシールド１０の例えば運転席寄り下側の表示領域１１に向けて投射することにより、こ
の光をウインドシールド１０の表示領域１１で運転者１２（ユーザの一例）に向けて反射
させる。これにより、虚像である画像８は、運転者１２から見て、表示領域１１内に表示
されるとともに、ウインドシールド１０の前方の空間１６に表示される。このように表示
されることにより、運転者１２は、ウインドシールド１０の前方の景色上に、虚像である
画像８を重ね合わせて見ることができる。
【００３６】
　［２．表示装置の構成］
　次に、図３及び図４を参照しながら、本実施の形態に係る表示装置１００の構成を説明
する。図３は、本実施の形態に係る表示装置の外観斜視図である。図４は、本実施の形態
に係る表示装置の構成を示す模式的な断面図である。なお、図３以降の図では、液晶モジ
ュール２００が有する光源が発する光の進行方向をＺ軸方向とし、Ｚ軸方向に垂直な方向
をＸ軸方向とし、Ｚ軸方向及びＸ軸方向に垂直な方向をＹ軸方向とする。また、Ｘ軸方向
は、液晶モジュール２００が有する液晶パネルが形成する画像の横方向（水平方向）に対
応する方向であり、Ｙ軸方向は、液晶モジュール２００が有する液晶パネルが形成する画
像の縦方向（鉛直方向）に対応する方向である。
【００３７】
　図３及び図４に示すように、表示装置１００は、筐体１１０と、第１ミラー１３０と、
第２ミラー１４０と、透明カバー１２０と、液晶モジュール２００とを備える。
【００３８】
　筐体１１０は、上部に開口部１２１が形成された上部カバー１１１と、上部カバー１１
１とで内部空間を形成している下部カバー１１２とを有する。上部カバー１１１の開口部
１２１には、透明カバー１２０がはめ込まれている。つまり、開口部１２１は、透明カバ
ー１２０により塞がれている。下部カバー１１２の下端には、液晶モジュール２００が取
り付けられている。筐体１１０は、第１ミラー１３０と、第２ミラー１４０と、液晶モジ
ュール２００の一部とを収容している。
【００３９】
　第１ミラー１３０は、液晶モジュール２００により投影された映像Ｉ１を反射するミラ
ーである。第２ミラー１４０は、第１ミラー１３０で反射された映像Ｉ１である映像Ｉ２
を反射し、反射した映像Ｉ３を開口部１２１を介して表示装置１００の外部に投影する。
具体的には、この映像Ｉ３は、ウインドシールド１０に投影される。
【００４０】
　液晶モジュール２００は、液晶パネルに光源からの光を照射することで映像を投影する
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映像投影装置（表示装置）である。
【００４１】
　［３．液晶モジュールの構成］
　次に、図５及び図６を参照しながら、液晶モジュール２００の構成を説明する。図５は
、本実施の形態に係る液晶モジュールの外観斜視図である。図６は、図５の液晶モジュー
ルのＶＩ－ＶＩ断面を示す図である。
【００４２】
　液晶モジュール２００は、図５及び図６に示すように、抑え部材２１０と、液晶パネル
２２０と、拡散板２３０と、第１ヒートシンク２４０と、保持部材２５０と、光学系２６
０と、光源２７０と、第２ヒートシンク２８０とを有する。なお、液晶モジュール２００
は、抑え部材２１０を有していなくてもよいし、拡散板２３０を有していなくてもよいし
、保持部材２５０及び第２ヒートシンク２８０を有していなくてもよい。
【００４３】
　抑え部材２１０は、液晶パネル２２０を液晶パネル２２０の表示面側（Ｚ軸方向プラス
側）から抑える部材である。抑え部材２１０は、具体的には、矩形の開口部２１１が形成
された矩形板状部材であり、液晶パネル２２０の有効表示領域を除く部分を抑える部材で
ある。抑え部材２１０は、液晶パネル２２０をクッション部材２１２を介して抑えていて
もよい。クッション部材２１２は、抑え部材２１０と液晶パネル２２０の外周部との間に
配置されている。抑え部材２１０は、例えば、樹脂により構成されている。
【００４４】
　液晶パネル２２０は、アレイ状に配置された複数の液晶素子を有しており、当該複数の
液晶素子が図示しない駆動回路により駆動されることで、入力された映像信号に基づく各
画素の輝度を調整するパネル本体２２１と、ガラス板２２２とを有する。パネル本体２２
１とガラス板２２２とは、互いに面接触している。ガラス板２２２は、パネル本体２２１
の光源２７０側（背面側、Ｚ軸方向マイナス側）に配置されている。液晶パネル２２０は
、駆動回路により各画素の輝度が調整された状態で、光学系２６０により変換された、光
源２７０からの光を受けて映像を形成する。液晶パネル２２０は、ガラス板２２２を有し
ていなくてもよい。
【００４５】
　拡散板２３０は、光学系２６０により変換された光源２７０からの光を、拡散させる光
学シートである。拡散板２３０は、例えば、乳白色の透光性を有するシート状の部材であ
り、塩化ビニルにより構成されている。
【００４６】
　第１ヒートシンク２４０は、液晶パネル２２０の外周部に接触し、液晶パネル２２０の
熱を外部に放熱する放熱部材である。第１ヒートシンク２４０は、例えば、液晶パネル２
２０の外周部の４辺の部分に接触している。第１ヒートシンク２４０は、例えば、アルミ
ニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金などの金属により構成されている。第１ヒートシ
ンク２４０は、光学系２６０により変換された、光源２７０からの光を遮蔽せずに通過さ
せる開口部２４２であって、液晶パネル２２０の外周部に接触して液晶パネル２２０を支
持する開口部２４２を有する。開口部２４２は、液晶パネル２２０の外周部の４辺に対応
した４辺の部分を有し、当該４辺の部分が液晶パネル２２０の外周部の４辺の部分に接触
している。つまり、開口部２４２は、４辺が囲まれた閉じた貫通孔である。
【００４７】
　また、第１ヒートシンク２４０は、液晶パネル２２０の表示面側（Ｚ軸方向プラス側）
から見た場合、抑え部材２１０よりもはみ出している。このため、第１ヒートシンク２４
０からの放熱が、抑え部材２１０によって遮られることを極力低減することができる。こ
のため、第１ヒートシンク２４０は、液晶パネル２２０の熱を効率よく放出することがで
きる。
【００４８】
　また、第１ヒートシンク２４０は、Ｘ軸方向の両側の端部のそれぞれについて、当該端
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部からＸ軸方向の外側に向かって延びており、Ｚ軸方向に平行な平板状の複数の第１放熱
フィン２４１を有する。つまり、複数の第１放熱フィン２４１は、Ｘ－Ｚ平面である第１
平面に平行な部位である。このように、第１ヒートシンク２４０は、複数の第１放熱フィ
ン２４１を有しているため、第１ヒートシンク２４０から外部空間への熱伝達で放熱され
る熱量を大きくすることができる。
【００４９】
　保持部材２５０は、光学系２６０及び光源２７０を保持する部材である。保持部材２５
０は、具体的には、上方が開放された内部空間を形成している略箱状の部材であり、底部
において光源２７０と第２ヒートシンクとを支持している。また、保持部材２５０は、内
部空間のうちの、光源２７０の上方の位置で光学系２６０を構成している複数のレンズを
保持している。つまり、保持部材２５０は、光学系２６０及び光源２７０とで液晶モジュ
ール２００のバックライトを構成している。保持部材２５０は、例えば、樹脂により構成
されている。
【００５０】
　光学系２６０は、光源２７０が発した光を所定の幅の光に変換する部材である。光学系
２６０は、具体的には、液晶パネル２２０の有効表示領域に対応する大きさの幅を有する
光に変換する光学部材であり、複数のレンズにより構成される。光学系２６０は、例えば
、アクリルなどの透明な樹脂により構成されている。
【００５１】
　光源２７０は、例えば、基板２７２に実装されたＬＥＤ２７１により構成されている。
光源２７０は、複数のＬＥＤ２７１を有する。
【００５２】
　第２ヒートシンク２８０は、光源２７０から発生する熱を放熱する放熱部材である。第
２ヒートシンク２８０は、具体的には、光源２７０の基板２７２の裏面に接触して配置さ
れている。第２ヒートシンク２８０は、例えば、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、
銅合金などの金属により構成されている。
【００５３】
　また、第２ヒートシンク２８０は、光源２７０が配置されている側とは反対側（Ｚ軸方
向マイナス側）に向かって延びており、Ｙ軸方向に平行な平板状の複数の第２放熱フィン
２８１を有する。つまり、複数の第２放熱フィン２８１は、Ｙ－Ｚ平面である第２平面に
平行な部位である。
【００５４】
　次に、図６、図７、図８Ａ、図８Ｂ及び図８Ｃを参照しながら、液晶パネル２２０、拡
散板２３０及び第１ヒートシンク２４０の位置関係ついて説明する。図７は、本実施の形
態に係る第１ヒートシンクの外観斜視図である。図８Ａは、本実施の形態に係る液晶パネ
ル及び拡散板を配置した状態の第１ヒートシンクを液晶パネルの表示面側から見た図であ
る。図８Ｂは、本実施の形態に係る拡散板のみを配置した状態の第１ヒートシンクを液晶
パネルの表示面側から見た図である。図８Ｃは、本実施の形態に係る液晶パネル及び拡散
板を除いた状態の第１ヒートシンクを液晶パネルの表示面側から見た図である。
【００５５】
　図６、図７、図８Ａ、図８Ｂ及び図８Ｃに示すように、第１ヒートシンク２４０は、液
晶パネル２２０の表示面側から見たとき、液晶パネル２２０と接触している第１面２４３
よりも開口部２４２側に形成され、液晶パネル２２０とは反対側（Ｚ軸方向マイナス側）
に凹んだ位置に形成されている第２面２４４を有する。つまり、第１面２４３と、第２面
２４４との間には段差が形成されている。第２面２４４は、例えば、液晶パネル２２０の
表示面側から見た場合に、開口部２４２の周囲を囲う領域に形成されている。
【００５６】
　拡散板２３０は、開口部２４２よりも大きく、第２面２４４の外周よりも小さい形状を
有し、第２面２４４に収まるように配置されている。また、拡散板２３０の厚みは、第１
面２４３と、第２面２４４との間の段差以下である。つまり、拡散板２３０は、第２面２
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４４と液晶パネル２２０との間に配置されている。さらに、言い換えると、拡散板２３０
の側方には、拡散板２３０の厚みの全体に亘って、第１面２４３と第２面２４４との間の
段差が形成されている。
【００５７】
　このため、液晶パネル２２０の光源２７０側（Ｚ軸方向マイナス側）に隣接して配置さ
れる拡散板２３０を液晶パネル２２０と第１ヒートシンク２４０の第２面２４４との間に
収納することができる。つまり、拡散板２３０を、第１面２４３と液晶パネル２２０との
間を除く位置に配置できる。このため、液晶パネル２２０の光源２７０側に拡散板２３０
を設ける場合であっても、液晶パネル２２０と第１ヒートシンク２４０の第１面２４３と
が面接触した状態を維持できる。このため、第１ヒートシンク２４０は、液晶パネル２２
０の熱を効率よく放出することができる。
【００５８】
　なお、拡散板２３０は、液晶パネル２２０の外周部と第１ヒートシンク２４０とが面接
触している状態で、液晶パネル２２０と第１ヒートシンク２４０の第２面２４４とに接触
していることが好ましいが、必ずしも液晶パネル２２０と第１ヒートシンク２４０の第２
面２４４との両方に接触していなくてもよい。
【００５９】
　次に、図３、図５及び図６を参照しながら、筐体１１０、第１ヒートシンク２４０、保
持部材２５０及び第２ヒートシンク２８０の関係について説明する。
【００６０】
　図３に示すように、液晶モジュール２００が筐体１１０の下部カバー１１２の所定の位
置に配置された状態で、第１ヒートシンク２４０は、筐体１１０の下部カバー１１２の外
側に露出して配置されている。例えば、第１ヒートシンク２４０のＸ軸方向プラス側及び
Ｘ軸方向マイナス側に形成されている第１放熱フィン２４１は、筐体１１０の外側に露出
している。このため、第１ヒートシンク２４０は、液晶パネル２２０の熱を効率よく放出
することができる。
【００６１】
　また、図５及び図６に示すように、保持部材２５０は、第１ヒートシンク２４０及び第
２ヒートシンク２８０の間に設けられており、第１ヒートシンク２４０及び第２ヒートシ
ンク２８０を構成している材料よりも熱伝導性が小さい材料により構成されている。つま
り、保持部材２５０は、第１ヒートシンク２４０と第２ヒートシンク２８０との間で熱伝
導による熱交換が行われることを抑制することができる断熱部材としても機能する。この
ため、保持部材２５０は、第２ヒートシンク２８０により放出された熱を、第１ヒートシ
ンク２４０に伝わることを抑制できる。よって、第１ヒートシンク２４０は、液晶パネル
２２０の熱を効率よく放出することができる。
【００６２】
　また、保持部材２５０は、第１ヒートシンク２４０の下方を覆う覆い部２５１を有する
。具体的には、覆い部２５１は、保持部材２５０の第１ヒートシンク２４０側（Ｚ軸方向
プラス側）の端部から外側に向かって拡がっている鍔状の部材である。このため、覆い部
２５１は、第２ヒートシンク２８０により加熱された空気が上昇することで生じた空気流
が第１ヒートシンク２４０から逸らすことができる。これにより、当該空気が第１ヒート
シンク２４０に直接接触することを抑制でき、第２ヒートシンク２８０により放出された
熱が、第１ヒートシンク２４０に伝わることを効果的に抑制できる。よって、第１ヒート
シンク２４０は、液晶パネル２２０の熱を効率よく放出することができる。
【００６３】
　また、第１ヒートシンク２４０が有する複数の第１放熱フィン２４１に平行な第１平面
と、第２ヒートシンク２８０が有する複数の第２放熱フィン２８１に平行な第２平面とは
互いに交差している。
【００６４】
　このため、第２ヒートシンク２８０の第２放熱フィン２８１からの放熱によって温めら
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れた空気を、第２放熱フィン２８１に沿って移動させることができる。これにより、当該
空気を第１放熱フィン２４１が配置されている部分を除く部分に移動しやすくできる。具
体的には、第２放熱フィン２８１によって温められた空気を、第１ヒートシンク２４０の
第１放熱フィン２４１が配置されていない、液晶モジュール２００のＹ軸方向の両端の方
向に流すことができる。このため、第２ヒートシンク２８０により放出された熱が、第１
ヒートシンク２４０に伝わることを効果的に抑制できる。
【００６５】
　［４．効果］
　本実施の形態に係る表示装置１００によれば、液晶パネル２２０のうちの、光源２７０
によって光が照射される有効表示領域を除く部分を、第１ヒートシンク２４０に接触させ
ている。このため、液晶パネル２２０のうちの、表示には寄与しない部分から第１ヒート
シンク２４０を介して放熱させることができるので、液晶パネル２２０の熱を効率よく外
部に放出させることができる。これにより、液晶パネル２２０に与える太陽光からの輻射
熱または光源２７０からの発熱が及ぼす影響を十分に低減できる。つまり、液晶パネルへ
の熱が及ぼす影響を十分に低減できる。
【００６６】
　［５．変形例］
　上記実施の形態に係る表示装置１００は、ヘッドアップディスプレイであるとしたが、
ヘッドアップディスプレイに限らずに、上記のような構成の液晶モジュール２００を有す
る、液晶ディスプレイ、液晶テレビ、プロジェクタ装置などであってもよい。
【００６７】
　上記実施の形態に係る表示装置１００によれば、第１ヒートシンク２４０が有する開口
部２４２は、４辺が囲まれた閉じた貫通孔であるとしたが、これに限らずに、４辺のうち
の３辺に対応する部分を有する切り欠き状の部位であってもよい。つまり、第１ヒートシ
ンク２４０は、液晶パネル２２０の外周部の４辺の部分に接触していなくてもよく、当該
外周部の２辺、３辺に接触していてもよい。
【００６８】
　以上、一つまたは複数の態様に係る表示装置について、実施の形態に基づいて説明した
が、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限
り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態におけ
る構成要素を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内に含まれて
もよい。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、車両用のヘッドアップディスプレイ装置等に適用できる。
【符号の説明】
【００７０】
　４　自動車
　６　ダッシュボード
　８　画像
　１０　ウインドシールド
　１１　表示領域
　１２　運転者
　１６　空間
１００　表示装置
１１０　筐体
１１１　上部カバー
１１２　下部カバー
１２０　透明カバー
１２１　開口部
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１３０　第１ミラー
１４０　第２ミラー
２００　液晶モジュール
２１０　抑え部材
２１１　開口部
２１２　クッション部材
２２０　液晶パネル
２２１　パネル本体
２２２　ガラス板
２３０　拡散板
２４０　第１ヒートシンク
２４１　第１放熱フィン
２４２　開口部
２４３　第１面
２４４　第２面
２５０　保持部材
２５１　覆い部
２６０　光学系
２７０　光源
２７１　ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）
２７２　基板
２８０　第２ヒートシンク
２８１　第２放熱フィン
Ｉ１、Ｉ２、Ｉ３　映像

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８Ａ】
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【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月15日(2017.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源が発した光を所定の幅の光に変換する光学系と、
　前記光学系により変換された光を受ける液晶パネルと、
　前記変換された光を遮蔽せずに通過させる開口部であって、前記液晶パネルを接触して
支持する開口部を有する第１ヒートシンクと、
　前記変換された光を拡散する拡散板と、を備え、
　前記第１ヒートシンクは、前記液晶パネルの表示面側から見たとき、前記液晶パネルと
接触している第１面よりも前記開口部側に形成され、前記液晶パネルとは反対側に凹んだ
位置に形成される第２面を有し、
　前記拡散板は、前記第２面と前記液晶パネルとの間に配置される
　表示装置。
【請求項２】
　さらに、
　前記液晶パネルを前記液晶パネルの表示面側から抑える抑え部材を備え、
　前記第１ヒートシンクは、前記表示面側から見たとき、前記抑え部材よりもはみ出して
いる
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　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１ヒートシンクは、さらに、第１放熱フィンを有する
　請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　さらに、
　前記光源から発生する熱を放熱する第２ヒートシンクと、
　前記第１ヒートシンク及び前記第２ヒートシンクの間に設けられ、前記光学系及び前記
光源を保持する保持部材と、を備え、
　前記保持部材は、前記第１ヒートシンク及び前記第２ヒートシンクを構成している材料
よりも熱伝導性が小さい材料により構成される
　請求項１から３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記保持部材は、前記第１ヒートシンクの下方を覆う覆い部を有する
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第２ヒートシンクは、第２放熱フィンを有し、
　前記第１ヒートシンクが有する第１放熱フィンに平行な第１平面と、前記第２放熱フィ
ンに平行な第２平面とは、互いに交差する
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　さらに、
　第１ミラーと、
　第２ミラーと、
　前記第１ミラーと、前記第２ミラーとを収容する筐体と、を備え、
　前記第１ヒートシンクは、前記筐体の外側に露出して配置されている
　請求項１から６のいずれか１項に記載の表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一態様に係る表示装置は、光源と、前記光源が発した光を所定の幅の光に変換
する光学系と、前記光学系により変換された光を受ける液晶パネルと、前記変換された光
を遮蔽せずに通過させる開口部であって、前記液晶パネルを接触して支持する開口部を有
する第１ヒートシンクと、前記変換された光を拡散する拡散板と、を備え、前記第１ヒー
トシンクは、前記液晶パネルの表示面側から見たとき、前記液晶パネルと接触している第
１面よりも前記開口部側に形成され、前記液晶パネルとは反対側に凹んだ位置に形成され
る第２面を有し、前記拡散板は、前記第２面と前記液晶パネルとの間に配置される。
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